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１．はじめに：教育 ICTの重要性と現状、そして教育行政の役割 

 2019年に GIGAスクール構想が開始され、学校教育における児童生徒に対して、一人 1台環

境を整備し、日常的な学習活動に利用されるようになった。また、コロナ禍の時期と重なるこ

ともあり、有事における ICT環境の有益な活用が、子供たちの学びを継続に資することが改め

て認識された。このことは、レジリエンスの観点からも学校教育における ICTの活用は重視さ

れるようになってきている。 

 また、GIGAスクール構想の「GIGA」は「Global and Innovation Gateway for All」の略語で

あり、社会の急速なグローバル化とテクノロジーの急速の発展に対応した高度情報化社会にお

ける人材育成の必要性から取り組まれていることを忘れてはならないと考える。あわせて、テ

クノロジーの急速な発展は、これまで様々な観点から実現が困難とされてきた児童生徒たち一

人ひとりに対しての個別に対応した取り組みへの対応の実現性が高まっていることにも留意す

ることが必要である。このことは、従来から学習指導要領等にて示されてきたことであるが、

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適

な学びと，協働的な学びの実現～（答申）」1において、個別最適な学びと共同的な学びの実現

について示されている。 

 さて、GIGAスクール構想により整備された環境が、適切に運用されているか、現状を検証

する必要がある。文部科学省では、毎年、各教育委員会に対して、「学校における教育の情報

化の実態等に関する調査」2を実施し、結果を公表している。この結果を見ると、都道府県ごと

に ICT環境の整備状況や教員の ICT活用指導力には、差があることが確認できる。具体的に

は、児童生徒用端末の整備は、一人 1台相当となっている一方で、教職員の指導者用端末や校

務用端末の整備水準については、地域格差が顕著となっている。教員の ICT活用指導力につい

ても都道府県ごとに差が確認でき、ICT活用指導力を向上させることに有益と考えられる研修

の受講に関しては、都道府県ごとに大きな差があることが確認できる。 

 このような現状においては、教育行政がどのような役割を果たすべきか、前例踏襲や現状追

認では現状を改善できず、適切な環境の整備、維持管理、さらなる環境整備への追加投資を適

切に実施することは難しい。また、教育委員会の本来の責務である学校教育の充実、さらに言

えば、教育委員会にしかできない環境整備によって、教職員と児童生徒にとってより良い学び

の場を実現するために、どのような取り組みができるか検討する。 

 本講義では、前述のような背景のもと、学校設置者（教育委員会等）が、教育 ICTのインフ

ラの整備、維持管理、運用を行い、その利活用を実現するための研修等を実施していくために

はどのような取り組みが必要なのかということを、深めていきたい。 

 

２．適切な予算を確保するために 

２．１ 計画の重要性 

                                                
1 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985_00002.htm 
2 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1287351.htm 



 教育委員会は、各地方自治体にある行政機関であり、この教育委員会事務局を構成する人員

のうち学校教育に関わる人々は、行政職と教育職に大きく分けられる。行政職は当該地方自治

体職員として採用された人であることが多く、教育職は学校の教員として採用され、教諭とし

ての勤務経験を重ね、指導主事として赴任するケースが多い。本講義の受講者の中にも指導主

事の役割を担う方は多いと思うが、学校と教育委員会の違いに戸惑うという声はよく聞かれ

る。一部の例外をのぞき、指導主事としての勤務の期間は数年から 5年程度の場合のケースが

多く、限られた期間の中で、切れ目のない教育行政を運営する役割はもちろん、適切な施策を

実行していく役割が期待されている。 

 行政担当者が事業立案、予算獲得、執行を行い、指導主事は教育課程と指導業務を担うとい

う役割分担がいわれるが、現実には、教育行政施策は、行政職と教育職、どちらか一方のみで

実現できるものではない。施策には予算と事業内容が密接に関係しており、限られた財源を有

効に活用するためには、両者が一体として取り組む必要があるからである。 

 では、行政機関の施策の成り立ちについて概略を示したい。各自治体において、総合計画、

教育振興基本計画が制定され、教育総合会議などを経て教育大綱を定めているケースがほとん

どである。ICT環境の整備や維持管理、更新には多額の経費がかかることから、他の施策との

優先順位が議論となる局面が多く、これらの基本的な計画に位置付けておくことは大変重要と

なる。また、これらの計画には重要な施策が列挙されているものの、概念的、理念的なものに

なりがちであり、具体的な計画として、ICT環境整備計画を策定することが、自治体予算を獲

得し、適切な環境整備を実現し、運用していくためには不可欠といえる。 

 これらの上位計画や ICT環境整備計画はどのようにして策定すべきものだろうか。ICTに関

連する分野も学校教育における取り扱いについては、その技術進歩が速いこともあり、最新の

情報を収集することが重要となる。文部科学省では、頻繁に関連する審議会や有識者会議が開

催されており、オンライン環境を通じて傍聴したり、資料を入手することが可能となってい

る。これらの情報の入手経路を確実に確保し、関連省庁である経済産業省、総務省、デジタル

庁などからの情報にも目を配ることが大切である。これに加えて ICTに関する最新情報につい

てもしっかりと入手をしていきたい。 

 最後に ICTは学校教育に関わるありとあらゆる分野で必要なっている横ぐしの役割を担うべ

きものである。自治体、教育委員会により様々な組織形態があるが、個人ではなくチームで取

り組むことがより高い水準の取り組みにつながるをこと意識したい。 

 

２．２ 事業の企画と予算の獲得 

 ICT環境の整備や関連事業には、相応の費用がかかる。その費用を確保することが、予算立

案である。行政機関は予算がなければできることが限定的である。ICTのようにデジタルに関

わる分野では、予算なしでできることはほとんどない。学校の業務に精通した指導主事が、単

年度会計で運用される行政機関の予算の 1年の流れを理解するということが、教育行政を切れ

目なく運用する重要なポイントとなる。また、この流れをとらえておれば文部科学省をはじめ

とする中央省庁の学校教育に関わる様々な施策である補助事業や委託事業による支援を受けや

すくなる。一般的な 1年の流れについては図の通りとなる。自治体の予算は、当初予算と補正

予算に分かれるが、主たる予算は当初予算であり、その予算案の作成は、夏以降に本格化す



る。また、国の予算については、省庁の概算要求が例年 8月末に公表される。これらの事業に

適切に応募し、採択されれ

ば、自治体、教育委員会にと

って財源の確保につながるこ

とになる。国の概算要求に示

される各種事業は、そのさら

に半年程度前の 2月から春に

かけて、様々な審議会や有識

者会議の答申、とりまとめ、

中間まとめなどに示されたも

のに沿って要求されているも

のがほとんどである。したが

って、これらの会議の動きを

しっかりと確認しておくこと

が重要である。また、会議資料、議事録は公開されている。したがって、常日頃から自治体や

教育委員会の上位計画と国の方針、議論の方向性の相違点を確認し、大きな方向性とずれのな

い、地域の実情を踏まえた事業化が求められる。なお、地域の実情を理由に他地域との差が開

くような施策が許されるものではなく、そのような場合は通常、どのように底上げを実現する

かということに注力することになることに留意したい。 

 

３．整備環境の要素を的確に把握した取り組みを行う 

 従来、ICT環境は「教育の ICT化に向けた環境整備５か年計画（2018～2022年度）」3に基

づいた地方財政措置（2024年度末まで延長）に基づき、各自治体において実施されてきた。各

自治体施策によるものであったこともあり、計画的に整備が実施された地域とそうでない地域

の差が顕著となった。GIGAスクール構想以降、児童生徒一人 1台環境の整備が実現された。

今後の GIGAスクール構想第 2期以降整備すべき ICT環境については、GIGAスクール構想第

2期の補助要件の一部として示されている「教育 DXに係る当面の KPI」4の達成を目指した内

容を前提としながら、中央教育審議会初等中等教育分科会デジタル学習基盤特別委員会より示

された「次期 ICT環境整備方針の在り方ワーキンググループ取りまとめ（報告）」5が現時点に

おける基準となる。今後、本講の公開期間中に新しい整備方針が公開される。必ず最新の情報

を参照することを明記しておく。 

 学校の ICT環境の構成要素は、学習者用端末、教職員用端末、周辺機器、ネットワークとい

った物理的な要素、教育 DX、校務 DXの前提となるクラウドサービスの要素、それらを組み合

わせた安全性と利便性を両立するセキュリティの要素、最後に円滑に運用する体制に分類する

ことができる。これらは、本来は分割して議論されるべきものではなく、相互に作用して運用

されるものである。したがって、当面の最終形をとらえ、全体最適を意識した整備方針を持た

                                                
3 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1402835.htm 
4 https://www.mext.go.jp/content/20240222-mxt_jogai01-000033449_51.pdf 
5 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/098/index.html 



なければ、利便性と安全性の両立が困難になる。また、場当たり的な個別最適型の整備は、新

旧並行運用や同様のことが実現可能な複数の手段を提供することにより、コストのみが増大

し、運用負担が高まり、教育委員会や学校の日常業務を煩雑にし、子供たちの学びの充実への

障害になることすらある。ICT環境は、子供たちと教職員の学びやすさと働きやすさの実現の

舞台となるものであることを意識して整備する必要がある。 

１）学習者用端末 

 GIGAスクール構想第 2期においてデバイスを着実に更新することが求められる。このとき

共同調達を基本とし、都道府県と市町村が連携し、「GIGAスクール構想の実現 学習者用コ

ンピュータの調達等ガイドライン」6に沿った調達が重要である。一部の地域では OSやデバイ

スの種類のみに着目して選択、調達をしている部分も聞いている。「教育 DXに係る当面の

KPI」の達成が可能な選択をしているかが重要となる。 

２）教職員用端末 

 従来、校務用端末と指導者用端末の 2台の整備方針が基本とされてきた。しかし、GIGAス

クール構想以降クラウドベースの考え方とセキュリティ技術の進歩と低廉化により、ネットワ

ークを統合し、利便性と安全性を両立が可能となった。この観点から、教職員用端末は、今

後、校務用と指導者用の用途を統合した 1台の端末で整備することが基本となる。この時、前

項の学習者用端末との整合性を確認し、各自治体の教育費の予算規模に対して実現可能な選択

肢となっているかは極めて重要な論点である。行政による環境整備の取り組みは貴重な財源の

最適配分が常に求められる。これまでの経緯や経験だけに基づくのではなく、全体最適を意識

した選択が必要となる。 

３）周辺機器 

 従来より、大型提示装置や実物投影機が整備されてきた。これらのデバイスは今後も継続的

な整備が求められる。一方で、これらのデバイスもネットワーク接続を前提としたものとなっ

ていることを忘れてはならない。また、多機能化によりネットワークの設計が想定していない

入出力が構成される場合もあり、シンプルなデバイスとしての整備には慎重になる必要があ

る。したがって、従来は学校予算等で柔軟に整備している自治体・教育委員会も多くあるが、

学校主導での調達から自治体・教育委員会による一括整備と適切な構成が求められる。 

 これらのデバイスは、学習者用端末等と同等のＯＳが搭載されているものが多い。したがっ

て、学習者用端末、教職員用端末と同等レベルのセキュリティ対策が実現可能かつ集中管理が

実現できる製品を中心に採択を進めることが、学校や教育委員会の運用負担を低減することに

つながることもあわせて伝えたい。 

４）ネットワーク 

 GIGAスクール構想において校内ネットワークの強化は実施されている地域がほとんどであ

るが、インターネット接続については、不十分なケースは多い。文部科学省では、「GIGAス

クール構想の実現 学校のネットワーク改善ガイドブック(令和 6年 4月)」7を公開し必要なイン

ターネット接続環境について明示している。これを参考に適切なネットワーク環境を整備する

ことが求められる。教育委員会や学校といった拠点側の情報資産とクラウドサービス側の情報

                                                
6 https://www.mext.go.jp/content/20240417-mxt_jogai02-000033777_5.pdf 
7 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02734.html 



資産を適切に把握し、対処をすることで、採用するネットワーク機器やその機器で有効にされ

る機能は大きく左右される。多機能万能型を導入、構成しながら高いレベルの通信実効速度を

求めるとコスト増に直結する。適切な情報資産の配置とそれぞれの役割分担の整理を徹底し、

全体最適を意識した構成とすることで適正な価格水準での整備が実現される。 

５）クラウドサービス 

 GIGAスクール構想以降、Google社や Microsoft社の汎用クラウドサービスのアカウントを

取得、教職員および児童生徒に一人 1アカウントの配布が行われている。万一、配布されてい

ない場合は早急にこの配布を実施することが必要である。教職員用端末の選定においても全体

最適を意識したがこのクラウドサービスについてもこの観点は重要である。前提として、教職

員は ICTの専門家ではない。このことを常に意識する必要がある。気を付けたいのは、選択制

を担保することが大切である、教職員主導で場面に応じたツールを利用できる環境を整える、

といった考えの下に、すべてのアカウント、クラウドサービスを利用できるようにすることが

正しい、という考え方である。一見、正しいこの考えは、前提として置いた、教職員は ICTの

専門家ではない、ということからすると利用者にとって利活用の難しさを高めてしまうことが

多い。教職員が学校でもっとも長時間費やすのは子供たちとの活動である。このとき触れる学

習者用端末にもっとも親和性の高いクラウドサービスを選択し、教職員用端末も学習者用端末

と合わせる方向がもっとも合理的といえる。当然、自治体特有のシステムの制約を受けるケー

スもある。しかし、今まで通りだから、慣れ親しんでいるから自動的に選択することは無いよ

うに留意したい。クラウドサービスは、日常使いになればなるほどになじむものであり、その

設計思想に基づいた新機能は、社会の変化やテクノロジーの進歩の大きな流れを業務に適切に

適用させてくれる。あれもこれもを目指す判断は、熟練した利用者の自由度が高い反面、情報

の共有やコミュニケーションコストの上昇につながったり、学校や地域全体の一体的な ICTス

キルの底上げにとって回り道になったりすることがある。技術的に実現できることと運用コス

トのバランス、安全制と利便性のバランス、実現したい将来像とのマッチングを常に意識して

選択していく必要がある。 

６）セキュリティ 

 GIGAスクール構想以降、クラウドバイデフォルトの浸透、クラウドサービスの授業での利

用を踏まえ、文部科学省では、教育情報セキュリティポリシーガイドラインを改訂している。

平成 29年度に制定された初版では、校務用途の校務系、教育用途の学習系、校務外部接続系

の境界分離型の 3層分離をモデルとしていたが、令和 6年 1月改訂においては、GIGAスクー

ル以降のクラウドサービスの利用、これまで記述してきた教職員用端末の 1台化などを想定し

たネットワーク統合と強固なアクセス制御として整理されている複数の技術要素を組み合わせ

たいわゆるゼロトラストに相当する構成が規定されている。また、文部科学省では「GIGAス

クール構想の下での校務 DXについて～教職員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指

して～」8を公開し、目指すべき校務 DX環境を示し、校務系と学習系のネットワーク統合、教

職員端末の 1台化、クラウドサービスの校務利用、データ利活用、ダッシュボード運用までを

示している。さらに令和 5年度には、文部科学省の委託事業においても、従来の境界分離型を

                                                
8 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/175/mext_01385.html 



想定した仮想環境の利用をしない取り組みを実施しており、「次世代の校務デジタル化推進実

証事業(次世代の校務デジタル化に向けた実証研究の支援・分析・成果取りまとめ、諸課題の調

査・検証)」9として、実証地域の取り組みや類似の他地域の先行事例が公表されている。 

 セキュリティに関する検討においては、教育情報セキュリティポリシーガイドライン10をベ

ースに現状との相違点を洗い出し、着実に教育情報セキュリティポリシーガイドラインの示す

環境整備を実現することが必要である。なぜなら、GIGAスクール構想第 2期における調達ガ

イドラインにおいて示されている「教育 DXに係る当面の KPI」において、「次世代の校務シ

ステムを導入済みの自治体の割合」、「教職員の働き方改革にも資するロケーションフリーで

の校務処理を行っている自治体の割合」といった項目があり、どちらも令和 11年度末までに

すべての自治体での実現としているからである。自治体の ICT環境整備は、リース契約等で実

施することが多く、おおむね 5年周期で更新することになる。令和 11年度末までに達成する

には、すべての自治体が次回の更新時期に新しい環境に移行することが必要である。 

 では、現実的なセキュリティ構成はどのような構成が考えられるだろうか。利便性と安全性

の両立はもちろん、コストについても従来並みで実現できることが求められる。これらの条件

を満たすことができるのは、GIGAスクール構想において標準的に整備されたクラウドサービ

スを可能な限り利用し、適宜オプション等を追加しながら、適切な構成を行うことでセキュリ

ティ対策を実現することがもっとも適切な環境といえる。 

 具体的には、令和 11年度末に、子供たちと教職員の学びやすさと働きやすさを実現する。

そのためにネットワーク統合と教職員端末の 1台化を実現する。そのときもっとも親和性の高

いクラウドサービスを選択し、適切に構成を行い、学校という舞台を整える。これが令和 11

年度までに学校設置者に求められていることである。 

 

４．運用維持管理に関する体制 

 GIGAスクール構想による環境の整備は、コロナ禍の期間と重複したこともあり急激に進展

した結果、学校教育の周辺に ICTに関する各種サービスが古いスタイルのまま利用される場面

もいまだに多数残っている現実がある。このことは、従来、イントラネットネットワークでの

運用を想定したアプリケーションやサービスが、インターネット接続を前提としたクラウドサ

ービスへの移行や相互接続を困難にしている。結果、アプリケーションやサービスの利用の毎

に、子供たちや教職員はログインを求められたり、運用管理者は、アカウント作成をさせられ

ている。このようなことは、ここまで述べてきたクラウドベースの環境へ完全移行し、その過

程でこのような古いスタイルのサービスと決別することで、利便性と安全性が実現される。一

方で、クラウドサービスは、従来のスタイルと決定的に異なるのは、常に最新のバージョンが

利用できることである。また、古いバージョンを利用することは困難であるということであ

る。このことは、過度に完全性を求めるのではなく、機能追加をある意味で楽しみながら利用

者として成熟していく必要がある。運用者としては、機能追加について完全に追随してくこと

はどんなに優れた担当者であっても相当の負担がある。 

                                                
9 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02604.html 
10 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1397369.htm 



 そこであるべき姿としては、クラウドサービスの運用支援業務をアウトソースするという考

え方である。従来から配置されている ICT支援員が、具体的な学校における各種 ICT支援をす

る役割ならば、クラウドサービスの運用支援を行う役割である。このような役割は、現地に駆

けつける必要はなく、完全にリモートで実現可能であり、クラウド型運用支援といえる。この

ような仕組みはスペシャリストを広域で共有することが可能となる。一部の地域では、文部科

学省の「GIGAスクール運営支援センター整備事業」11により実現されている。学校の内部で支

援をする ICT支援員にあわせて、クラウドサービスの運用管理を支援するクラウド型運用支援

この両面から学校と教育委員会を協力にサポートし、教育委員会はそれらの結果、蓄積される

デジタルならではの様々な情報を収集し、分析し、さらなる次世代のあるべき姿を検討するこ

とに注力をする。それぞれの役割がしっかりと職責を果たす。そのような形が実現できるので

はないだろうか。そしてそのことは、「「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確

保のための環境整備に関する総合的な方策について（答申）」（令和６年８月 27 日中央教育

審議会）を踏まえた取組の徹底等について（通知） 」12にも示されている通りである。 

 

５．まとめにかえて 

 第 10講 教育 ICTのインフラ整備においては、何を整備すればよいといった答えを示すこ

とはしていない。一方で、目指すべき姿であったり、整備における軸として全体最適を意識す

ることなどを中心に議論をしてきたところである。ICT環境整備は、簡単なようで難しい。そ

れは利害関係者が多種多様であるからである。一方で担当者だけで収集できる情報についても

限りがある。あるべき姿をしっかりと一次情報を収集し、先行自治体との情報交換、教育委員

会向けの展示会などの機会を活用するなどし、全体最適を常に意識した検討を意識したい。自

治体によっては教育 CIOや教育 DX政策監など職責を設定し外部人材を利用しているケースも

ある。また、文部科学省では、学校 DX戦略アドバイザー事業を実施している。この窓口は自

治体、教育委員会であれば無償で相談でき、有識者派遣も受けられる。これらを積極的に利用

し、外部の意見を取り入れることも重要である。 

                                                
11 https://www.mext.go.jp/content/20211118-mxt_zaimu-000019059_05.pdf 
12 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/099/mext_00013.html 


